
第２回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

令和２年３月２日（月）１５：００～

（本館３階本部会議室）

次 第 

１ 挨拶 

中原市長

２ 状況報告 

保健衛生部

３ 各部区局の対応報告 

４ その他



令和 2 年 3 月 2 日
新潟市保健衛生部

新型コロナウイルス感染者に関する情報について

１ 本人について 

○ 患者本人の容態は不変、発熱継続。

２ 母親について 

○ 退院後の処遇については、介護事業者と秋葉区で協議中。

３ 母親以外の濃厚接触者について（3 月 2 日 12 時現在） 

○ 健康調査及び PCR 検査対象者 50 名について

検体採取済数  40 名

3/2 結果判明予定数  28 名 本日 17 時までに結果判明の予定 

  ＊12 名の検査結果は明日 3 日判明予定

新潟市報道資料



新潟市体育施設等での新型コロナウイルス感染対策について 

令和２年３月２日 

スポーツ振興課  

雇 用 政 策 課  

１ 政府・国の対応 

 〇 ３月１日 新型コロナウイルス感染対策本部において、首相が「スポーツジム

やビッフェ形式の食事など、換気が悪く、不特定多数の人が接触する場所に集まる 

のを自粛するよう」要請。 

 〇 スポーツ庁：現在検討中との回答。 

２ 新潟県・他市の対応 

新 潟 県 

ビッグスワン内にあるスポーツジムを３月２日～１６日の間、閉鎖。 

新潟県障害者交流センター内のジムを３月３日～１６日の間、閉鎖。 

（現在、全館閉鎖を検討中） 

その他のスポーツ施設については現在のところ通常運用。 

新発田市 全体育施設を３月１日から閉館。 

長 岡 市 検討中。 

上 越 市 現在のところ制約等は考えていない。 

３ 新潟市での対応（案）令和２年３月３日～３月１５日実施

（1） 教育委員会で公民館、図書館等において、学校の臨時休業中は、小・中・高校 

生の利用は控えるよう対応を定めたことから、体育施設においても同様に子供の利 

用を控えてもらう旨周知する。 

（2） トレーニング室については、政府の要請を受け休止とする。 

※ 定期券購入者へは休館期間分を延長することで対応。 

（3） 体育施設内の親子ルーム・親子スペースは休止する。 

４ 課題等 

 〇 アイスアリーナでは、競技団体がジュニア選手の練習を通常どおり希望している。 

 〇 ２月２９日から現時点まで、陸上競技場では高校生の利用がみうけられる。 

 〇 国の通達や他都市の状況を注視し、体育施設の全館閉館も視野にいれ準備する。 

豊栄総合体育館、北地区スポーツセンター、東総合スポーツセンター、下山スポーツセンター、

鳥屋野総合体育館、新潟市陸上競技場、亀田総合体育館、横越総合体育館、秋葉区総合体育館、

白根カルチャーセンター、西総合スポーツセンター、黒埼総合体育館、西川総合体育館、

中之口体育館、新潟テルサフィットネスセンター
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令和２年 ３月 ２日 

新潟市財務部市民税課 

新型コロナウイルスにかかる市・県民税の申告期限延長について 

 新潟市では，国税庁が所得税の確定申告期限を４月１６日（木）まで延長した

ことに伴い，新型コロナウイルスによる感染症拡大防止の観点から，市・県民税

の申告期限を次のとおり延長しましたので，お知らせします。 

１ 延長後の申告期限 

 当初の申告期限(３月１６日)を，令和２年４月１６日（木）まで延長します。 

２ 延長後の申告相談受付会場 

  現在は，市内８区の会場で申告相談受付を実施していますが，延長期間につ

いては，次のとおり相談受付を実施します。 

 受付対象は市・県民税の申告のみとなります。所得税の確定申告については，

受付を行いません。 

  なお，今後の感染症拡大状況によっては，変更となる場合があります。 

 ・４月６日（月）から４月１６日（木）まで（土日を除く） 

   市役所本館１階 市民ロビーの特設会場（午前９時から午後３時まで） 

※３月１７日（火）から４月３日（金）までは，市役所本館２階の市民税課

窓口で受付を行います。（土日・祝日を除く） 

３ 延長期間に申告書を提出する際の注意点について 

  ３月１７日以降に提出された市・県民税の申告書，または所得税の確定申告

書については，申告内容が市・県民税の第１期（６月末）の課税に間に合わな

い場合があります。 

  その場合は，第２期（８月末）での課税または税額変更の処理を行い，対象

の方に納税通知書等によりお知らせいたします。 

  また，市税のデータなどから算定される各種保険料や各種手当等にも影響

が出る場合があります。 

４ 申告書の郵送提出について 

  現在，申告会場は大変混雑しています。郵送での早めの申告書提出にご協力

をお願いします。 

問合せ先 

 新潟市市民税課 小関，田澤 

   電話 025-226-2242 



新型コロナウイルス発生後の対応について 

令和 2年 3月 2日 

〇発生当日 

9:00 新型コロナウイルス陽性確認 

10:30～11:30 関係者会議（市長・副市長・関係部長等） 

11:30～12:30 市長記者会見 

12:30～13:15 
第 1 回新潟市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（市長・副市長・全部区局長） 

13:30～17:00 患者、行動歴確認等情報収集 

17:00～18:00 関係者会議（市長・副市長・関係部長等） 

18:00～19:00 記者説明（関係部長等） 

19:00～20:00 関係者会議（市長・副市長・関係部長等） 

〇今後、患者が発生した場合 

0:00(確認時間) 
新型コロナウイルス陽性確認 

※陽性確認時間は毎日異なる 

0:00～2:00 状況等確認 

2:00～3:00 関係者会議（市長・副市長・関係部長等） 

3:00～3:30 対策本部会議（市長・副市長・全部区局長） 

3:30～4:30 関係者会議（市長・副市長・関係部長等） 

4:30～5:30 記者会見（市長・関係部長等） 

5:30～ 以降必要に応じて記者説明準備→実施（関係部長等） 

記者説明終了後 関係者会議（市長・副市長・関係部長等） 

※あくまで例であり、前後することがあります。 


